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１ 特定事業計画の作成にあたって 

1-1 特定事業計画作成の趣旨 

大田区では、平成 24 年 3 月に、蒲田駅周辺地区を対象に「移動等円滑化（高齢者、

障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又

は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること）」を実現するため、バリアフリー法

に基づく基本構想として「大田区移動等円滑化推進計画（蒲田駅周辺地区）かまた街な

か“すいすい”プラン（以下「“すいすい”プラン」という。）を策定しました。 

特定事業計画は、バリアフリー法に基づく基本構想で示した特定事業を計画的かつ着

実に実施するため、実施する事業の内容や予定期間等を示す具体的な計画です。 

大田区では、各特定事業間の整合性を確保し効果的かつ一体的な移動等円滑化の実現

を図るため、関係する各事業者と協議・調整の上、特定事業計画を作成することとしま

す。 

図１ 重点整備地区における移動等円滑化推進の基本的枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

バリアフリー法（平成 18 年 12 月施行） 

大田区移動等円滑化推進計画（蒲田駅周辺地区）かまた街なか“すいすいプラン”【特定事業計画】 

大田区移動等円滑化推進計画（蒲田駅周辺地区） 

かまた街なか“すいすい”プラン（平成 24年 3月策定） 

公共交通特定事業の実施（法 28 条） 
・公共交通事業者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

道路特定事業の実施（法 31 条） 
・道路管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

建築物特定事業の実施（法 35 条） 
・建築物の所有者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

交通安全特定事業の実施（法 36 条） 
・公安委員会が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

重点整備地区における移動等円滑化の重点的・一体的な推進 
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1-2 計画の目標 

本計画の目標年次は、“すいすい”プランを踏まえ、平成 32 年度（区施設は平成 30

年度）とします。 

ただし、緊急性・実現性の高い事業については、短期的・集中的に取り組むものとし、

平成 27 年度までの事業完了を目指します。 

図２ 目標年次 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 生活関連施設・経路 

生活関連施設及び生活関連経路は、“すいすい”プランにおいて、定めています。 

なお、生活関連経路の設定にあたっては、実施する事業の種類を明確にするため、２

つに区分します。 

表１ 生活関連経路の区分 

区 分 対  象 整備方針 

生活関連 

経路（Ａ） 

歩道の有効幅員が原則２ｍ以上の

道路 

駅の自由通路など歩行者用通路も

含む 

バリアフリー法ほか法令による基

準への適合を重視した事業で対応

するもの 

生活関連 

経路（Ｂ） 

上記以外の道路 安全な歩行空間の創出を重視した

事業で対応するもの 
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大田区移動等円滑化推進計画（蒲田駅周辺地区）かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施予定期間 

備考 
-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

公共交通 

特定事業 

施設 a1 

JR 蒲田駅 

ホーム縁端に内方線付き点状ブロック

を設置 
東日本旅客鉄道株式会社 

          ・実施時期は現時点での予定。 

だれでもトイレのドアの開閉ボタンの

操作方法を案内する表示の改善 
           

施設 a2 

東急蒲田駅 

トイレを案内する視覚障害者誘導用ブ

ロック及び音声案内の設置 

東京急行電鉄株式会社 

           

だれでもトイレの設置を含めたトイレ

の改修 
           

券売機下部の蹴込みスペースの設置            

路線図・運賃表の改善            

触知案内図の設置            

施設 a3 

京急蒲田駅 
移動等円滑化基準に適合した駅施設の

改良 
京浜急行電鉄株式会社 

          

・京急蒲田駅付近連続立体交差事業の進捗に合わせて利用者や周辺住民等の

ご意見・ご要望を考慮し、事業計画を進めていく。 

・駅施設の改良には、経路 25-1 を含む。 

ホーム上の案内コーナーに筆談器を準

備 
           

乗合バス 
バス停での車外アナウンスの徹底 

東急バス株式会社 

          
・お客様への乗務員対応に係る内容で、日常的な指導や研修等を通じて継続

的に徹底を図っていく。 

ノンステップバスの導入           
・全車両（64 両）がノンステップバスである。今後の車両更新の際も、ノ

ンステップバスとしていく。 

バス停での車外アナウンスの徹底 

京浜急行バス株式会社 

          ・車外放送設備を全車に設置済み。さらに分かりやすい案内のため、JR 蒲

田駅東口のバス停留所に音声案内装置を設置し、徹底を図る。 バス停の音声案内装置の設置           

ノンステップバスの導入           
・平成 24 年度の車両更新で全車両ノンステップバスとなる見込み。その後

も引き続きノンステップバスを導入する予定。 

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ） 

経路 13 

国道 15 号 

歩道の段差・勾配の改善 

国土交通省 

          
・事業量、実施予定期間は道路線形改良工事（暫定整備）全体を示す。 

・重点整備地区における道路のバリアフリー化は、道路線形改良工事（暫定

整備）に合わせて実施。 

・実施予定期間については、関連事業との調整及び関係機関との協議状況に

より異なる可能性がある。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
          

生活関連経路（Ａ） 

経路 12 

環状 8 号線 

歩道の段差・勾配の改善 

東京都 

          

・環状 8 号線は自転車走行空間整備対象区間として、平成 32 年度までの整

備区間と位置づけられているが、現在、整備手法に関して関係事業者と調

整中であるため、事業年度が変更となる可能性がある。 

・事業実施の際は、歩道の再整備に合わせて、歩道の段差・勾配の改善及び

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置を再検討し、良好な歩道空間の整

備を進めていく。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
          

 

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施予定期間 

備考 
-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ） 

経路 15 

多摩堤通り 

歩道の段差・勾配の改善 

東京都 

          
・計画的な路面補修工事に合わせて、歩道の段差・勾配の改善及び視覚障害

者誘導用ブロックの改善・設置を再検討し、良好な歩道空間の整備を進め

ていく。 

・計画の進捗状況により、事業年度が変更となる可能性がある。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
          

生活関連経路（Ａ） 

経路 2 

東口駅前広場 

駅と歩道の視覚障害者誘導用ブロック

の連続性の確保 

大田区 

           

生活関連経路（Ａ） 

経路 3 

西口駅前広場 

歩道の段差・勾配の改善           
・勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修

工事で対応する。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

車止めの配置・形状の改善           ・車止めについては、商店街との協議・了承が必要。 

生活関連経路（Ａ） 

経路 4 
歩道の段差・勾配の改善           

・勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修

工事で対応する。 

生活関連経路（Ａ） 

経路 6 旧逆川の整備           

・街路整備工事・電線共同溝整備工事・植栽帯撤去工事 

・ワークショップ、説明会、ＵＤ合同点検等を実施し、区民要望に対応した

整備を実施している。 

生活関連経路（Ａ） 

経路 7 
歩道の段差・勾配の改善           

・勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修

工事で対応する。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 17 
歩道の段差・勾配の改善           

・勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修

工事で対応する。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

生活関連経路（Ａ）

経路 18 
歩道の段差・勾配の改善           

・勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修

工事で対応する。 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

生活関連経路（Ａ）

経路 19 

街灯の改善            

案内サインの位置の改善            

 

 

 

 

 

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施予定期間 

備考 
-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）

経路 22 

京急蒲田駅 

西口駅前広場 

駅前広場の新設 
京急蒲田西口駅前地区

市街地再開発組合 
           

生活関連経路（Ａ）

経路 23 

京急蒲田駅 

東口駅前広場 

駅前広場の新設 

大田区 

           

生活関連経路（Ａ）

経路 24 

大田区画街路 

第 2 号線 

道路の新設            

生活関連経路（Ａ）

経路 25-2 

大田歩行者専用

道第 1 号線 

歩行者専用道の新設            

生活関連経路（Ｂ）

経路 32 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

生活関連経路（Ｂ）

経路 33 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・設

置 
           

生活関連経路（Ｂ）

経路 36 
視覚障害者誘導用ブロックの改善            

交通安全 

特定事業 

生活関連経路（Ａ） 

経路 4 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

東京都公安委員会 

           

生活関連経路（Ａ） 

経路 7 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 8 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 9 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 11 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 12 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 
整備対象 事業内容 事業主体 

実施予定期間 
備考 

-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

交通安全 

特定事業 

生活関連経路（Ａ） 

経路 15 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

東京都公安委員会 

           

生活関連経路（Ａ） 

経路 16 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

生活関連経路（Ａ） 

経路 18 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
           

建築物 

特定事業 

区施設共通 「受付等での職員対応」に関する全庁

的な対応方針の更なる改善 

大田区 

          
・大田区経営改革推進プランに基づき、窓口サービスのさらなる充実、接遇

研修等により対応。 

「災害時や緊急時の情報提供」に関す

る全庁的な対応方針の作成とそれに基

づく改善 

          ・大田区地域防災計画に基づき対応。 

建物内部（通路、設備、サイン等）に

関する全庁的な対応方針の作成とそれ

に基づく改善 

          ・大田区サイン基本計画等に基づき対応。 

施設 b1 

大田区役所 

本庁舎 

だれでもトイレの施錠と「使用中」表

示の連動の改善 
           

だれでもトイレの出入口段差のつまづ

き防止の対応 
           

建物内通路の段差解消（電源コードカ

バー等） 
          ・1 階ロビー内電源コードカバー等撤去による段差の解消。 

視覚障害者誘導用のタイル等の敷設           ・1・2 階視覚障害者誘導用タイル等の敷設。 

施設 b2 

蒲田地域庁舎 

敷地内通路と歩道の視覚障害者誘導用

ブロックの連続性確保 
           

階段の手すりに点字を表示            

施設 b4 

産業プラザ 

視覚障害者誘導用ブロックと車止めの

配置の改善 
           

車いす対応エレベーターの表示の設置            

エレベーター内の鏡の改善            

施設 b5 

蒲田税務署 歩道と敷地の境界の段差解消 

国税庁東京国税局 

          ・L 字型側溝を 5cm から 2cm へ変更。 

敷地内通路の路面の改善           ・透水性アスファルトへの路面の改修。 

出入口前のグレーチングの改善           ・路面の改修に伴い改善。 

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 
整備対象 事業内容 事業主体 

実施予定期間 
備考 

-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

建築物 

特定事業 

施設 b5 

蒲田税務署 

玄関マットの改善 

国税庁東京国税局 

          ・玄関マットを撤去し、タイルにて平滑化。 

出入口のスロープの改善           ・路面の改修に伴い改善。 

出入口のインターホンの高さの改善           ・職員の声かけにより対応。 

総合窓口出入口の段差解消と視覚障害

者誘導用ブロックの設置 
          ・段差を解消し、不足分の誘導ブロックを設置。 

トイレを案内するサインの改善           ・突き出しタイプでないピクトサインに変更。 

敷地内通路の視覚障害者誘導用ブロッ

クの改善 
          ・路面の改修に伴い撤去・新設。 

床の仕上げの改善           ・床ではなく、視覚障害者誘導用ブロックの変更で対応。 

車いす使用者用駐車施設の改善           ・位置を変更し、スペースを拡充。 

小便器に手すりを設置           ・男子用小便器の１つに手すりを設置。 

施設 b6 

大田都税事務所 

案内サインの改善 

東京都 

           

案内カウンターに「耳マーク」を設置            

車いすで利用できる記載台の設置            

トイレに杖ホルダーを設置            

施設 c1 

アロマスクエア

郵便局 

筆談ボードの準備と「耳マーク」の設

置 

日本郵便株式会社 

           

施設 c2 

蒲田郵便局 

カウンターに「耳マーク」を設置            

自転車駐車場に施設利用者以外の駐輪

禁止を表示 
          

・自転車駐車場の長期放置自転車の撤去を実施中であり、成果が出てきてい

る。今後も継続していく。 

施設 c3 

みずほ銀行 

蒲田支店 

階段の段鼻の視認性の改善 

株式会社みずほ銀行 

          ・ノンスリップタイヤを注意喚起色に改修。 

エレベーター前点状ブロックの設置           

・点字鋲の打込み（1 階エレベーター前）。 

・点字鋲付きカーペットに張り替え（2 階エレベーター前及び 1 階～地下 1

階間の各階段前、合計 3 箇所）。 

施設 c5 

横浜銀行 

蒲田支店 

出入口に視覚障害者誘導用ブロックの

設置 
株式会社横浜銀行            

施設 c6 

りそな銀行 

蒲田支店 

階段の手すりの延長 

株式会社りそな銀行 

           

階段の手すりの連続性の確保            

視覚障害者誘導用ブロックの設置            

 

 

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施予定期間 

備考 
-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

建築物 

特定事業 

施設 d1 

大田区民 

センター 

施設西側の敷地境のすりつけ勾配の改

善 

大田区 

          

・施設の老朽化が進む中、建替えを含めた大規模な施設改修が必要な時期に

きていることから、平成 30 年度に着手予定の事業については、現施設の

構造上の問題等もあるため、建替え計画あるいは大規模改修計画を見据え

たうえで、利用者に配慮した施設・設備に改めることとしたい。 

北側玄関口の溝の改善           

新蒲田福祉センター正面出入口の視覚

障害者誘導用ブロックの改善 
          

車いす使用者用駐車施設の表示の改善           

自転車駐車場の改善           

施設 d2 

蒲田駅前図書館 
洋式トイレの整備           ・平成 25 年度中の予算査定に載せて翌 26 年度中の実現を図る。 

施設 d3 

区民ホール・ 

アプリコ 

通路に手すりを設置           
・通路に手すりを設置することについては、車いすの通行など支障がでるお

それがあるかなど検討する必要があると考えている。 

施設 d4 

消費者生活 

センター 

出入口の階段の改修           

・施設の老朽化が進んでおり、大規模な施設の改修が必要な時期にきている。

平成 30 年度までに着手予定の事業については、施設の構造上の問題等も

あるため、大規模改修計画を見据えたうえで、順次改修の予算要求をして

いき、利用者に配慮した施設設備に努めたい。 

出入口のスロープの視覚障害者誘導用

ブロックの改善 
          

出入口のスロープの路面の改善           

通路に手すりを設置           

階段の手すりに点字を表示           

施設 d5 

若葉婦人会館 
玄関スペースの改善 

社団法人若葉婦人会 

          
・すのこの角切り整形及び配置替え。 

・会館利用者の迷惑にならないよう、作業を実施することを考慮した。 

室内障がい物（突出したガス栓等）の

改善 
          

・ガス栓撤去。 

・会館利用者の迷惑にならないよう、作業を実施することを考慮した。 

施設 e1 

さわやか 

サポート 

蒲田医師会 

出入口前のグレーチングの改善 一般社団法人蒲田医師会           ・平成 25 年度に見積りをして、検討し実施予定。 

施設 e3 

ゆうゆうくらぶ

東蒲田 

小便器に手すりを設置 大田区            

施設 e4 

若葉眼科病院 
トイレに杖ホルダーを設置 医療法人社団善春会            

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 
整備対象 事業内容 事業主体 

実施予定期間 
備考 

-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

建築物 

特定事業 

施設 f1 

アロマ プラザ 

視覚障害者誘導用ブロックの設置 

アロマ スクエア株式会社 

          

・アロマ スクエア株式会社は、オーナー3 者（日本生命保険相互会社・大田

区・高砂香料工業株式会社）からニッセイアロマスクエアビル及び同一敷地

内大田区施設の維持管理に関する業務を受託しているため、事業経費等に関

するオーナー3 者の了解を前提として事業を実施する。 

エスカレーターの上下端に点状ブロッ

クを設置 
          

階段の上下端に点状ブロックを設置           

トイレに杖ホルダーを設置           

施設 f2 

オリンピック 

蒲田店 

エレベーターの案内の改善 株式会社 

ハイパーマーケット・ 

オリンピック 

           

案内サインの改善            

トイレの荷物掛けの改善            

施設 f3 

東急プラザ蒲田 

２階連絡通路のスロープの脱輪防止等

の安全対策 

東急不動産 SC 

マネジメント株式会社 

           

店舗案内図の改善            

東急蒲田駅のエレベーターを案内する

サインの設置 
           

トイレに杖ホルダーを設置            

案内サインの改善            

施設 f4 

グランデュオ 

蒲田東館・西館 

東口の敷地と道路の段差の視認性改善 

ジェイアール東日本 

商業開発株式会社 

          ・段差部塗装による明示。 

連絡通路の階段の上下端及び段鼻の視

認性改善 
          ・アイシーラインによる明示。 

駅や連絡通路等を示すサインの設置           ・サイン計画の見直し。 

だれでもトイレの案内の改善           ・案内サインの設置。 

エレベーターの「優先」表示の改善           ・案内サインの設置。 

施設 f5 

マルエツ 

かまた店 

商品の整理による通路幅の確保 

株式会社マルエツ 

           

トイレの改善            

必要な自転車駐車場の確保            

階段の段鼻の視認性改善とすべり止め

の設置 
          

・現在本社開発部と協議中。現在代替措置として、従業員による必要なお客

様への介助と、エスカレーター・エレベーター使用のご案内を実施。 

施設 f6 

ユザワヤ蒲田店 

出入口の段差の解消 

ユザワヤ商事株式会社 

          ・5 号館 

路上への商品のはみ出しの解消           ・6 号館 

トイレ内の荷物掛けの改善           ・6 号館トイレの改修と同時に実施 

非常口を示す誘導灯の設置           ・7 号館非常口の誘導灯の改善 

：事業実施予定年度 
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（かまた街なか“すいすい”プラン【特定事業計画】の続き） 

事業区分 
整備対象 事業内容 事業主体 

実施予定期間 
備考 

-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-

建築物 

特定事業 

施設 g1 

西鉄イン蒲田 

駐車場入口部分の段差解消 

株式会社西鉄ホテルズ 

          ・移動式のスロープを作成し対応する。 

フロントにローカウンター設置           ・可動式のカウンターを用意する。 

だれでもトイレのオストメイト対応            

階段の上下端に点状ブロック設置            

階段の手すりの改善            

階段の段鼻の安全対策（滑り止め、踏

み面の輝度向上） 
           

そ の 他 の

事業 

アロマ スクエ

ア街区周辺の道

路（経路 7 及び

10 の一部） 

歩道上の視覚障害者誘導用ブロックの

改善 
アロマ スクエア株式会社 

          
・アロマ スクエア株式会社は、オーナー3 者（日本生命保険相互会社・大田

区・高砂香料工業株式会社）からニッセイアロマスクエアビル及び同一敷

地内大田区施設の維持管理に関する業務を受託しているため、事業経費等

に関するオーナー3 者の了解を前提として事業を実施する 
歩道上の車止めの改善           

バス停 
バス停における車いす乗降スペースの

確保 

京浜急行バス株式会社 

大田区 
          

・車いす乗降スペースの確保に向け、関係機関により対応策を検討する。 

・複数の機関が関係する事業であるため、実施主体を確認するとともに、そ

の実施案については充分な調整が必要である。 

自転車駐車場 環状８号線下の自転車駐車場の収容台

数の拡充 

大田区 

           

重 点 整 備 地 区

（ソフト施策） 

放置自転車対策            

自転車利用のルールとマナーに関する

広報啓発活動の実施 
           

看板や商品等の道路上へのはみ出し解

消 
           

 

 

：事業実施予定年度 
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２ 蒲田駅周辺地区の特定事業計画 

2-1 公共交通特定事業 

整備対象 
（所在地） 

施設 a1 JR 蒲田駅 

（蒲田 5-13-1） 
事業主体 東日本旅客鉄道株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①ホーム縁端に内方線付き点状ブロック

を設置 
ホーム 2 面 平成 26 年度 平成 27 年度 

②だれでもトイレのドアの開閉ボタンの

操作方法を案内する表示の改善 
1 箇所 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 11 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・①の実施時期は現時点での予定。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 a2 東急蒲田駅 

（西蒲田 7-69-1） 
事業主体 東京急行電鉄株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①トイレを案内する視覚障害者誘導用ブ

ロック及び音声案内の設置 
1 箇所 平成 24 年度 平成 25 年度 

②だれでもトイレの設置を含めたトイレ

の改修 
1 箇所 平成 24 年度 

平成 24 年度 

（平成 24 年 9 月）

③券売機下部の蹴込みスペースの設置 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 25 年 2 月）

④路線図・運賃表の改善 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 25 年 2 月）

⑤触知案内図の設置 1 箇所 平成 24 年度 平成 25 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 a3 京急蒲田駅 

（蒲田 4-50-10） 
事業主体 京浜急行電鉄株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①移動等円滑化基準に適合した駅施設の

改良 
－ 平成 24 年度 平成 26 年度 

②ホーム上の案内コーナーに筆談器を準

備 
－ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 24 年 1 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・京急蒲田駅付近連続立体交差事業の進捗に合わせて利用者や周辺住民等のご意見・ご要望を考慮

し、事業計画を進めていく。 

・①駅施設の改良には、経路 25-1 を含む。 

 

整備対象 乗合バス 事業主体 東急バス株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①バス停での車外アナウンスの徹底 － 着手済 継続 

②ノンステップバスの導入 64 両 着手済 継続 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・①はお客様への乗務員対応に係る内容で、日常的な指導や研修等を通じて継続的に徹底を図って

いく。 

・全車両（64 両）がノンステップバスである。今後の車両更新の際も、ノンステップバスとしてい

く。 

 

整備対象 乗合バス 事業主体 京浜急行バス株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①バス停での車外アナウンスの徹底 － 平成 25 年度 平成 26 年度 

②バス停の音声案内装置の設置 － 平成 26 年度 平成 26 年度 

③ノンステップバスの導入 － 着手済 
平成 24 年度 

（平成 25 年 3 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・車外放送設備を全車に設置済み。さらに分かりやすい案内のため、JR 蒲田駅東口のバス停留所に

音声案内装置を設置し、徹底を図る。 

・平成 24 年度の車両更新で全車両ノンステップバスとなる見込み。その後も引き続きノンステッ

プバスを導入する予定。 
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2-2 道路特定事業 

整備対象 生活関連経路（A）経路 13 事業主体 国土交通省 

路  線  名 国道 15 号 

事業区間・延長 始点：南蒲田 1 丁目 ～ 終点：東蒲田 2 丁目 延長：約 400ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 
約 400m 平成 26 年度 平成 27 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・事業量、実施予定期間は道路線形改良工事（暫定整備）全体を示す。 

・重点整備地区における道路のバリアフリー化は、道路線形改良工事（暫定整備）に合わせて実施。

・実施予定期間については、関連事業との調整及び関係機関との協議状況により異なる可能性があ

る。 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 12 事業主体 東京都 

路  線  名 環状 8 号線 

事業区間・延長 始点：大田区役所入口交差点～終点：南蒲田交差点 延長：約 500ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 
約 500m 平成 24 年度 平成 32 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・環状 8 号線は自転車走行空間整備対象区間として、平成 32 年度までの整備区間と位置づけられ

ているが、現在、整備手法に関して関係事業者と調整中であるため、事業年度が変更となる可能

性がある。 

・事業実施の際は、歩道の再整備に合わせて、歩道の段差・勾配の改善及び視覚障害者誘導用ブロ

ックの改善・設置を再検討し、良好な歩道空間の整備を進めていく。 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 15 事業主体 東京都 

路  線  名 多摩堤通り 

事業区間・延長 
始点：りそな銀行蒲田支店前 ～  

終点：大田都税事務所前
延長：約 340ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 
約 340m 平成 26 年度 平成 32 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・計画的な路面補修工事に合わせて、歩道の段差・勾配の改善及び視覚障害者誘導用ブロックの改

善・設置を再検討し、良好な歩道空間の整備を進めていく。 

・計画の進捗状況により、事業年度が変更となる可能性がある。 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 2 事業主体 大田区 

路  線  名 東口駅前広場 

事業区間・面積 面積：約 5,300 ㎡ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①駅と歩道の視覚障害者誘導用ブロック

の連続性の確保 
－ 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 3 事業主体 大田区 

路  線  名 西口駅前広場 

事業区間・面積 面積：約 4,800 ㎡ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 2 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 2 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

③車止めの配置・形状の改善 1 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・①の勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応する。

・③の車止めについては、商店街との協議・了承が必要。 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 4 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 延長：約 290ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 4 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・①の勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応する。

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 6 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 延長：約 150ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①旧逆川の整備 

－ 平成 23 年度 平成 25 年度 
・街路整備工事 

・電線共同溝整備工事 

・植栽帯撤去工事 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・ワークショップ、説明会、ＵＤ合同点検等を実施し、区民要望に対応した整備を実施している。

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 7 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 延長：約 270ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 3 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 2 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・①の勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応する。

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 17 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 延長：約 410ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 13 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 13 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・①の勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応する。

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 18 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 延長：約 310ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩道の段差・勾配の改善 10 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 18 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・①の勾配の改善は、道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応する。

事業実施位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

整備対象 生活関連経路（A）経路 19 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 始点：新蒲田 1 丁目 17 番～終点：同 16 番 延長：約 320ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①街灯の改善 13 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 11 月）

②案内サインの位置の改善 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 10 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 22 事業主体 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 

路  線  名 京急蒲田駅西口駅前広場 

事業区間・面積 蒲田 4 丁目地内 面積：約 3,400 ㎡ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①駅前広場の新設 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 23 事業主体 大田区 

路  線  名 京急蒲田駅東口駅前広場 

事業区間・面積 南蒲田 1 丁目地内 面積：約 2,400 ㎡ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①駅前広場の新設 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 24 事業主体 大田区 

路  線  名 大田区画街路第 2 号線 

事業区間・延長 始点：蒲田 4 丁目～終点：蒲田 4 丁目 延長：約 100ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①道路の新設 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 25-2 事業主体 大田区 

路  線  名 大田歩行者専用道第 1 号線 

事業区間・延長 始点：蒲田 4 丁目～終点：南蒲田 1 丁目 延長：約 50ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①歩行者専用道の新設 － 平成 25 年度 平成 26 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（B）経路 32 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長  延長：約 70ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 1 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（B）経路 33 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長  延長：約 410ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 4 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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整備対象 生活関連経路（B）経路 36 事業主体 大田区 

路  線  名  

事業区間・延長 始点：新蒲田 1 丁目～終点：新蒲田 1 丁目 延長：約 190ｍ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①視覚障害者誘導用ブロックの改善 1 箇所 平成 23 年度 
平成 23 年度 

（平成 24 年 3 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

事業実施位置図 
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2-3 交通安全特定事業 

整備対象 生活関連経路（A）経路 4 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 7 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 8 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 9 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 11 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 12 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 生活関連経路（A）経路 15 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 16 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 生活関連経路（A）経路 18 事業主体 東京都公安委員会 

路  線  名  

事業区間・延長   

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①信号機の改良（音響機能の整備、歩行者

用青時間の確保） 
－ 平成 25 年度 平成 32 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

※交通安全特定事業の詳細は、警視庁ホームページ内の「交通安全特定事業（バリアフリー）」をご覧

ください。 

（URL http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/barrier/barrier01.htm） 
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2-4 建築物特定事業 

整備対象 区施設共通 事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①「受付等での職員対応」に関する全庁的

な対応方針の更なる改善 
－ 平成 24 年度 平成 30 年度 

②「災害時や緊急時の情報提供」に関する

全庁的な対応方針の作成とそれに基づ

く改善 

－ 平成 24 年度 平成 30 年度 

③建物内部（通路、設備、サイン等）に関

する全庁的な対応方針の作成とそれに

基づく改善 

－ 平成 24 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・①は大田区経営改革推進プランに基づき、窓口サービスのさらなる充実、接遇研修等により対応。

・②は大田区地域防災計画に基づき対応。 

・③は大田区サイン基本計画等に基づき対応。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 b1 

大田区役所本庁舎 

（蒲田 5-13-14） 

事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①だれでもトイレの施錠と「使用中」表示

の連動の改善 
8 箇所 平成 26 年度 平成 27 年度 

②だれでもトイレの出入口段差のつまず

き防止の対応 
7 箇所 平成 25 年度 平成 25 年度 

③建物内通路の段差解消（電源コードカバ

ー等） 
2 箇所 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 12 月）・１階ロビー内電源コードカバー等撤去に

よる段差の解消 

④視覚障害者誘導用のタイル等の敷設 フロアー 

通路等 
平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 12 月）
・1・2 階視覚障害者誘導用タイル等の敷

設 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 b2 蒲田地域庁舎 

（蒲田本町 2-1-1） 
事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①敷地内通路と歩道の視覚障害者誘導用

ブロックの連続性確保 

1 階 55 枚 

3 階 68 枚 
平成 26 年度 平成 26 年度 

②階段の手すりに点字を表示 12 枚 平成 23 年度 
平成 23 年度 

（平成 23 年 11 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 b4 産業プラザ 

（南蒲田 1-20-20） 
事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①視覚障害者誘導用ブロックと車止めの

配置の改善 
－ 平成 25 年度 平成 25 年度 

②車いす対応エレベーターの表示の設置 7 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 7 月）

③エレベーター内の鏡の改善 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 8 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 b5 蒲田税務署 

（蒲田本町 2-1-22） 
事業主体 国税庁東京国税局 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①歩道と敷地の境界の段差解消 

5.5 ㎡ 平成 25 年度 平成 25 年度 
・Ｌ字型側溝を5cm から2cm へ変更 

②敷地内通路の路面の改善 
300 ㎡ 平成 25 年度 平成 25 年度 

・透水性アスファルトへの路面の改修 

③出入口前のグレーチングの改善 
－ 平成 25 年度 平成 25 年度 

・路面の改修に伴い改善 

④玄関マットの改善 
2 ㎡ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 12 月）・玄関マットを撤去し、タイルにて平滑化 

⑤出入口のスロープの改善 
－ 平成 25 年度 平成 25 年度 

・路面の改修に伴い改善 

⑥出入口のインターホンの高さの改善 
－ 着手済 継続 

・職員の声かけにより対応 

⑦総合窓口出入口の段差解消と視覚障害者

誘導用ブロックの設置 
1.5 ㎡ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 12 月）・段差を解消し、不足分の誘導ブロックを

設置 

⑧トイレを案内するサインの改善 

2 箇所 平成 23 年度 
平成 23 年度 

（平成 23 年 12 月）
・突き出しタイプでないピクトサインに変

更 

⑨敷地内通路の視覚障害者誘導用ブロック

の改善 9 ㎡ 平成 25 年度 平成 25 年度 

・路面の改修に伴い撤去・新設 

⑩床の仕上げの改善 

6 ㎡ 平成 25 年度 平成 25 年度 ・床ではなく、視覚障害者誘導用ブロック

の変更で対応 

⑪車いす使用者用駐車施設の改善 
30 ㎡ 平成 25 年度 平成 25 年度 

・位置を変更し、スペースを拡充 

⑫小便器に手すりを設置 
1 箇所 平成 25 年度 平成 25 年度 

・男子用小便器の 1 つに手すりを設置 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 b6 大田都税事務所 

（西蒲田 7-11-1） 
事業主体 東京都 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①案内サインの改善 3 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 8 月）

②案内カウンターに「耳マーク」を設置 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 8 月）

③車いすで利用できる記載台の設置 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 9 月）

④トイレに杖ホルダーを設置 － 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 8 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 c1 

アロマスクエア郵便局 

（蒲田 5-37-1） 

事業主体 日本郵便株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①筆談ボードの準備と「耳マーク」の設置 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 c2 蒲田郵便局 

（蒲田本町 1-2-8） 
事業主体 日本郵便株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①カウンターに「耳マーク」を設置 － 平成 24 年度 平成 26 年度 

②自転車駐車場に施設利用者以外の駐輪

禁止を表示 
－ 着手済 継続 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・②について、自転車駐車場の長期放置自転車の撤去を実施中であり、成果が出てきている。今後

も継続していく。 
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整備対象 
（所在地） 

施設 c3 

みずほ銀行蒲田支店 

（蒲田 5-17-2） 

事業主体 株式会社みずほ銀行 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①階段の段鼻の視認性の改善 1-2 階 28 段 

1-B1 階 19 段
平成 26 年度 平成 27 年度 

・ノンスリップタイヤを注意喚起色に改修 

②エレベーター前点状ブロックの設置 
540 ㎜×240 ㎜

600 ㎜×300 ㎜

を 3 箇所 

平成 26 年度 平成 27 年度 

・点字鋲の打込み（1 階エレベーター前） 

・点字鋲付きカーペットに張り替え 

 （2 階エレベーター前及び 1 階～地下 1

階間の各階段前、合計 3 箇所） 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 c5 横浜銀行蒲田支店

（蒲田 5-38-3） 
事業主体 株式会社横浜銀行 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①出入口に視覚障害者誘導用ブロックの

設置 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度 

（平成 24 年 9 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 c6 

りそな銀行蒲田支店 

（西蒲田 5-27-10） 

事業主体 株式会社りそな銀行 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①階段の手すりの延長 2 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 4 月）

②階段の手すりの連続性の確保 1 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 4 月）

③視覚障害者誘導用ブロックの設置 2 箇所 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 24 年 4 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 d1 

大田区民センター 

（新蒲田 1-18-23） 

事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①施設西側の敷地境のすりつけ勾配の改

善 
－ 平成 30 年度 平成 30 年度 

②北側玄関口の溝の改善 － 平成 30 年度 平成 30 年度 

③新蒲田福祉センター正面出入口の視覚

障害者誘導用ブロックの改善 
－ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 24 年 3 月）

④車いす使用者用駐車施設の表示の改善 － 平成 23 年度 
平成 23 年度

（平成 24 年 2 月）

⑤自転車駐車場の改善 － 平成 30 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・施設の老朽化が進む中、建替えを含めた大規模な施設改修が必要な時期にきていることから、①、

②及び⑤については、現施設の構造上の問題等もあるため、建替え計画あるいは大規模改修計画

を見据えたうえで、利用者に配慮した施設・設備に改めることとしたい。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 d2 蒲田駅前図書館 

（蒲田 5-13-26-301） 
事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①洋式トイレの整備 未定 平成 26 年度 平成 26 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・平成 25 年度中の予算査定に載せて翌 26 年度中の実現を図る。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 d3 

区民ホール・アプリコ 

（蒲田 5-37-3） 

事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①通路に手すりを設置 1 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・通路に手すりを設置することについては、車いすの通行など支障がでるおそれがあるかなど検討

する必要があると考えている。 
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整備対象 
（所在地） 

施設 d4 

消費者生活センター 

（蒲田 5-13-26-101） 

事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①出入口の階段の改修 1 箇所 平成 25 年度 平成 30 年度 

②出入口のスロープの視覚障害者誘導用

ブロックの改善 
6m 平成 25 年度 平成 30 年度 

③出入口のスロープの路面の改善 6m 平成 25 年度 平成 30 年度 

④通路に手すりを設置 30m 平成 25 年度 平成 30 年度 

⑤階段の手すりに点字を表示 1 階～3 階 平成 25 年度 平成 30 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・施設の老朽化が進んでおり、大規模な施設の改修が必要な時期にきている。平成 30 年度までに

着手予定の事業については、施設の構造上の問題等もあるため、大規模改修計画を見据えたうえ

で、順次改修の予算要求をしていき、利用者に配慮した施設設備に努めたい。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 d5 若葉婦人会館 

（西蒲田 7-22-3） 
事業主体 社団法人若葉婦人会 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①玄関スペースの改善 

－ 平成 24 年度 
平成 24 年度 

（平成 25 年 3 月）・すのこの角切り整形及び配置替え 

②室内障がい物（突出したガス栓等）の改

善 － 平成 24 年度 
平成 24 年度

（平成 23 年 8 月）・ガス栓撤去 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・会館利用者の迷惑にならないよう、作業を実施することを考慮した。 
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整備対象 
（所在地） 

施設 e1 

さわやかサポート 

蒲田医師会 

（蒲田 4-24-12） 

事業主体 一般社団法人蒲田医師会 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①出入口前のグレーチングの改善 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・平成 25 年度に見積りをして、検討し実施予定。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 e3 

ゆうゆうくらぶ東蒲田 

（東蒲田 2-32-15） 

事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①小便器に手すりを設置 2 箇所 平成 23 年度 
平成 23 年度 

（平成 24 年 2 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 e4 

若葉眼科病院 

（蒲田 4-22-11） 

事業主体 医療法人社団善春会 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①トイレに杖ホルダーを設置 10 箇所 平成 25 年度 平成 25 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 f1 アロマプラザ 

（蒲田 5-37-1） 
事業主体 アロマ スクエア株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①視覚障害者誘導用ブロックの設置 未定 平成 28 年度 平成 28 年度 

②エスカレーターの上下端に点状ブロッ

クを設置 
未定 平成 28 年度 平成 28 年度 

③階段の上下端に点状ブロックを設置 未定 平成 28 年度 平成 28 年度 

④トイレに杖ホルダーを設置 未定 平成 27 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・アロマ スクエア株式会社は、オーナー3 者（日本生命保険相互会社・大田区・高砂香料工業株式

会社）からニッセイアロマスクエアビル及び同一敷地内大田区施設の維持管理に関する業務を受

託しているため、事業経費等に関するオーナー3 者の了解を前提として事業を実施する。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 f2 

オリンピック蒲田店 

（蒲田 5-28-8） 

事業主体
株式会社ハイパーマーケット・ 

オリンピック 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①エレベーターの案内の改善 3 箇所 平成 27 年度 平成 27 年度 

②案内サインの改善 2 箇所 平成 27 年度 平成 27 年度 

③トイレの荷物掛けの改善 3 箇所 平成 27 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 f3 東急プラザ蒲田 

（西蒲田 7-69-1） 
事業主体 東急不動産 SC マネジメント株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①２階連絡通路のスロープの脱輪防止等

の安全対策 
－ 平成 27 年度 平成 27 年度 

②店舗案内図の改善 － 平成 32 年度 平成 32 年度 

③東急蒲田駅のエレベーターを案内する

サインの設置 
－ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 24 年 3 月）

④トイレに杖ホルダーを設置 － 平成 27 年度 平成 27 年度 

⑤案内サインの改善 － 平成 27 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 f4 

グランデュオ蒲田東館・西館

（蒲田 7-68-1） 

事業主体 ジェイアール東日本商業開発株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①東口の敷地と道路の段差の視認性改善 

－ 平成 27 年度 平成 27 年度 
・段差部塗装による明示 

②連絡通路の階段の上下端及び段鼻の視

認性改善 － 平成 27 年度 平成 27 年度 

・アイシーラインによる明示 

③駅や連絡通路等を示すサインの設置 
－ 平成 27 年度 平成 27 年度 

・サイン計画の見直し 

④だれでもトイレの案内の改善 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・案内サインの設置 

⑤エレベーターの「優先」表示の改善 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・案内サインの設置 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設 f5 マルエツかまた店

（蒲田 5-47-7） 
事業主体 株式会社マルエツ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①商品の整理による通路幅の確保 － 平成 23 年度 
平成 23 年度

（平成 23 年 10 月）

②トイレの改善 － 平成 23 年度 
平成 23 年度

（平成 23 年 10 月）

③必要な自転車駐車場の確保 － 平成 23 年度 
平成 23 年度

（平成 23 年 10 月）

④階段の段鼻の視認性改善とすべり止め

の設置 
－ 平成 27 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・④については、現在本社開発部と協議中。現在代替措置として、従業員による必要なお客様への介

助と、エスカレーター・エレベーター使用のご案内を実施。 

 

整備対象 
（所在地） 

施設 f6 

ユザワヤ蒲田店 

（西蒲田 8-23-5） 

事業主体 ユザワヤ商事株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①出入口の段差の解消 

－ 平成 24 年度 
平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・5 号館 

②路上への商品のはみ出しの解消 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・6 号館 

③トイレ内の荷物掛けの改善 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・6 号館トイレの改修と同時に実施 

④非常口を示す誘導灯の設置 
－ 平成 24 年度 

平成 24 年度

（平成 24 年 9 月）・7 号館非常口の誘導灯の改善 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 
（所在地） 

施設ｇ1 西鉄イン蒲田 

（西蒲田 7-49-5） 
事業主体 株式会社西鉄ホテルズ 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①駐車場入口部分の段差解消 1 台 平成 25 年度 平成 27 年度 

②フロントにローカウンター設置 1 台 平成 25 年度 平成 26 年度 

③だれでもトイレのオストメイト対応 1 箇所 平成 25 年度 平成 27 年度 

④階段の上下端に点状ブロック設置 1 箇所 平成 25 年度 平成 26 年度 

⑤階段の手すりの改善 1 箇所 平成 25 年度 平成 26 年度 

⑥階段の段鼻の安全対策（滑り止め、踏み

面の輝度向上） 
1 箇所 平成 25 年度 平成 26 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
・①は、移動式のスロープを作成し対応する。 

・②は、可動式のカウンターを用意する。 
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2-5 その他の事業 

整備対象 
アロマ スクエア街区周辺の

道路（経路 7 及び 10 の一部） 
事業主体 アロマ スクエア株式会社 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①歩道上の視覚障害者誘導用ブロックの

改善 
未定 平成 29 年度 平成 29 年度 

②歩道上の車止めの改善 未定 平成 29 年度 平成 29 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・アロマ スクエア株式会社は、オーナー3 者（日本生命保険相互会社・大田区・高砂香料工業株式

会社）からニッセイアロマスクエアビル及び同一敷地内大田区施設の維持管理に関する業務を受

託しているため、事業経費等に関するオーナー3 者の了解を前提として事業を実施する。 

 

整備対象 バス停 事業主体 京浜急行バス株式会社・大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 
①バス停における車いす乗降スペースの

確保 
－ 平成 25 年度 平成 27 年度 

・車いす乗降スペースの確保に向け、関係

機関により対応策を検討する 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 

・複数の機関が関係する事業であるため、実施主体を確認するとともに、その実施案については充

分な調整が必要である。 

 

整備対象 自転車駐車場 事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①環状８号線下の自転車駐車場の収容台

数の拡充 
－ 平成 23 年度 

平成 23 年度 

（平成 23 年 9 月）

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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整備対象 重点整備地区（ソフト施策） 事業主体 大田区 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

①放置自転車対策 － 平成 25 年度 平成 27 年度 

②自転車利用のルールとマナーに関する

広報啓発活動の実施 
－ 平成 25 年度 平成 27 年度 

③看板や商品等の道路上へのはみ出し解

消 
－ 平成 25 年度 平成 27 年度 

事業実施に際し配慮すべき重要事項 
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